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第2章 対象事業の目的及び内容 

2.1 対象事業の目的 

人類にとってのエネルギー供給のありかたは時代とともに変遷してきた。第一次産業革命以降

長らく、世界のとりわけ産業先進国のエネルギー供給を支えてきた石炭、水力、第一次大戦前後

の石油、1960年代から本格的普及をはじめた原子力、天然ガス、LNG、さまざまな資源を人類は、

人類にとって有用な形に変換し、マーケットの主に経済性、利便性への期待にあわせ柔軟に変化

し、需要側、供給側が互いに影響を与えながら成立してきた。 

その変化は現在も継続し、需要側の期待はより一層の安定性・快適性に加え、環境性が占める

割合を徐々に高めている。その要請にこたえうる再生可能エネルギーサプライチェーンの、経済

性を伴う真にサステイナブルな形での構築が、エネルギー業界に求められている時代の要請であ

る。 

その中で、風力発電等の再生可能エネルギーは、地域による偏在性が低く、かつ、発電時に化

石燃料のように二酸化炭素を排出しない、地球温暖化防止に貢献する発電技術として期待されて

いる。また、エネルギー安定供給性の確保のみならず、原子力のように放射性物質、超長期での

廃棄物保管を伴わないエネルギー源であり、関連する新産業や雇用創出への寄与など様々な意義

があると考えられる。 

新潟県では、「新潟県地球温暖化対策地域推進計画」（新潟県、平成 29年）を策定し、再生可能

エネルギーの導入促進が図られており、本事業の計画地である胎内市では、「地球温暖化対策の推

進に関する法律」（平成 10年法律第 117号）に基づき、「第二次胎内市地球温暖化防止実行計画」

（胎内市、平成 29年）を策定している。また、対象事業実施区域に隣接する村上市では、胎内市

と同様に「村上市地球温暖化対策実行計画｣（村上市、平成 23年）を策定し、さらに今後のエネ

ルギー施策に取り組む方針として「村上市新エネルギー推進ビジョン」（村上市、平成 25年）を

策定している。このように両市では、地球環境問題への対応や、エネルギーの安定供給の確保な

ど、持続可能な経済社会の構築に取り組んでいる。 

上記情勢に鑑み、本事業では風力発電所を設置し、得られたエネルギーを電力会社へ売電する

ことを目的とする。 
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2.2 対象事業の内容 

2.2.1 特定対象事業の名称 

（仮称）胎内第二風力発電事業 

 

2.2.2 特定対象事業により設置される発電所の原動力の種類 

風力（陸上） 

 

2.2.3 特定対象事業により設置される発電所の出力 

風力発電所出力   ：18,000kW 

風力発電機の単機出力：2,000～3,500kW級 

風力発電機の基数  ：最大 9基 

※風力発電所出力は現段階の想定規模であり、風力発電機の単機出力及び設置基数に応じて

変動する可能性がある。 

 

2.2.4 対象事業実施区域 

対象事業実施区域の位置及びその周囲の状況は図 2.2-1のとおりである。 

なお、配慮書で示した区域（事業実施想定区域）からの変更の経緯については、「第 7章 7.2 

7.2.2 2.配慮書提出後の事業計画の検討の経緯」にその詳細を記載する。 

 

対象事業実施区域の位置：新潟県胎内市 荒井浜及び桃崎浜 

対象事業実施区域の面積：約 229ha 

対象事業実施区域（風力発電機の設置対象外）の面積：約 143ha 
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図 2.2-1(1) 対象事業実施区域の位置及びその周囲の状況（広域）  
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図 2.2-1(2) 対象事業実施区域の位置及びその周囲の状況  
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図 2.2-1(3) 対象事業実施区域の位置及びその周囲の状況（衛星写真）  
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2.2.5 特定対象事業により設置される発電所の設備の配置計画の概要 

1. 発電所の設備の配置の計画 

現段階における風力発電機設置予定範囲は図 2.2-1 のとおりであり、風力発電機の配置は今

後の現地調査の結果、関係機関並びに地権者との協議や許認可等を踏まえ検討する。 

 

2. 発電機 

設置する風力発電機の概要は表 2.2-1、風力発電機の風速別騒音パワーレベルは表 2.2-2 の

とおりである。 

また、風力発電機の概略図は図 2.2-2、基礎構造図は図 2.2-3のとおりである。 
 

表 2.2-1 風力発電機の概要 

項  目 諸  元 

定格出力（定格運転時の出力） 2,000～3,500kW級 

設置基数 最大 9基 

ブレード枚数 3枚 

ローター直径（ブレードの回転直径） 86～112m 

ハブ高さ（ブレードの中心の高さ） 78～94m 

最大高さ（ブレード回転域の最大高さ） 121～150m 

 

表 2.2-2 風力発電機の風速別騒音パワーレベル（2,000kW級） 

（単位：デシベル） 

風 速 6m/s 7m/s 8m/s 9m/s 10m/s 

騒音パワーレベル（A特性） 101.9 104.5 105.2 105.1 104.7 

注：風速は地上高度 10mでの観測値である。 

 

 

図 2.2-2 風力発電機の概略図  
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（単位：mm） 

 

 

図 2.2-3 基礎構造図（参考） 

  

平面図 

側面図 
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2.2.6 特定対象事業の内容に関する事項であって、その変更により環境影響が変化す

ることとなるもの 

1. 工事計画の概要 

(1)工事概要 

風力発電事業における主な工事の内容を以下に示す。 

・土木工事 ：資材運搬道路工事、組立用敷地造成工事、風車基礎工事、発電所構内整備

工事 

・風車設置工事 ：風車の組立・据付、制御装置据付・配線 

・電気工事 ：受電引込工事、配電盤・キュービクル据付工事、配線工事、接地工事 

 

(2)工事期間及び工程 

現時点での工事期間及び工事工程は図 2.2-4 のとおりであり、今後詳細検討を行い、決定す

る。 
 

 

図 2.2-4 工事期間及び工事工程 

 

  

年

項⽬ ⽉ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

⾵⾞設置⼯事

 ⾵⾞の組⽴・据付

 制御装置据付・配線

電気⼯事

 受電引込⼯事

 配電盤・キュービクル据付⼯事

 配線⼯事

 接地⼯事

3年⽬1年⽬ 2年⽬

⼟⽊⼯事

 資材運搬道路⼯事

 組⽴⽤敷地造成⼯事

 ⾵⾞基礎⼯事

 発電所構内整備⼯事
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(3)主要な工事の方法及び規模 

①  土木工事及び風車設置工事 

a. 道路工事、造成・基礎工事及び据付工事 

取付道路及び風力発電機組立用作業ヤード（供用後のメンテナンス用管理ヤードとしても

使用する）の樹木伐採や整地及び風力発電機建設地における基礎地盤の掘削工事などを行う。 

各風力発電機の造成・基礎工事の後、クレーン車を用いて風力発電機の据え付け工事を行

う。 
 

b. 緑化に伴う修景計画 

改変部分のうち、切盛法面は可能な限り地域の在来種による緑化（種子吹付け等）を実施

し、法面保護並びに修景等に資する予定であるが、最終的には土地管理者との協議を踏まえ

て決定する。 

 

②  電気工事 

電気工事は、東北電力株式会社の変電所へ連系させるための変電所工事、変電所と各風力

発電機を接続する配電線工事等を予定し、変電所から風力発電機までは、鉄塔を設置し架線

又は地下埋設させる予定である。ただし、現時点で東北電力株式会社との協議は未実施であ

り、東北電力株式会社の風力発電事業の申込受付ルール上、本事業が「電気事業者による再

生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づく設備認定を取得できた時点で、

正式に申込を行い協議が開始できるものである。 

 

2. 交通に関する事項 

風力発電機の搬入ルートは、図 2.2-5のとおりである。本計画段階では、（株）新潟国際貿易

ターミナルから一般国道 113号を経由し、対象事業実施区域へ資材等の搬入を行う予定である。 

その他の工事用資材の搬出入に係る車両（以下「工事関係車両」という。）の主要な走行ルー

トは図 2.2-6 のとおりであり、対象事業実施区域に向かう既存道路を使用する計画である。既

存道路のカーブ部分の拡幅等（伐採・造成・鉄板敷設等）は最小限にとどめ、各風力発電機の

設置箇所に至る道路を整備する。 

なお、上記は現時点における想定であり、今後工事計画を検討しながら関係機関との協議等

も踏まえた上で確定させる。 
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図 2.2-5 資材等の搬入計画路 
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図 2.2-6 工事関係車両の主要な走行ルート  
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3. その他の事項 

(1)工事用仮設備の概要 

工事期間中は、対象事業実施区域内もしくはその近隣に仮設の工事事務所を設置する予定で

ある。 

 

(2)騒音及び振動の主要な発生源となる機器の種類及び容量 

現時点では建設に係る詳細設計が未了であるため、騒音及び振動の主要な発生源となる建設

機械の種類及び容量の検討に至っていないが、可能な限り排出ガス対策型、低騒音型の建設機

械を用いる考えである。 

 

(3)工事中用水の取水方法及び規模 

工事中の用水は、給水車により、現地への必要容量の搬入を予定しており、散水及び車両洗

浄等の工事用水として使用する。これらの用水の使用量及び調達先は未定である。 

なお、現時点では車両洗浄等に使用した水の処理方法は未定であり、今後の工事計画の具体

化の過程で検討する。 

 

(4)工事中の排水に関する事項 

①  雨水排水 

降雨時の排水は、土砂等を沈降させながら地下に自然浸透させる等、適切に処理を行う計

画である。 

 

②  生活排水 

対象事業実施区域内もしくはその近隣に設置する仮設の工事事務所からの生活排水は、近

隣施設の公共下水道等を利用して処理する。また、トイレは汲み取り式にて対応することを

計画する。 

 

(5)土地利用に関する事項 

対象事業実施区域内の一部は、「森林法」（昭和 26年法律第 249号）に基づく保安林に指定さ

れている。今後の風況調査や環境調査を踏まえて更に事業エリアの絞り込みを実施していくプ

ロセスの中で、改変区域を検討する際には、関係機関と協議の上、既存道路の有効活用による

改変面積、樹林伐採面積の縮小化について十分に検討し、その上で、保安林指定地の回避につ

いて検討し、回避できない場合は、保安林指定解除や形質変更もしくは作業許可の申請を予定

する。 

 

(6)樹木伐採の場所及び規模 

造成工事においては既存道路を有効活用することで、道路の拡幅等の改変区域を低減する計

画である。また、今後の概略設計及び詳細設計において、改変区域を低減するよう配慮する。 
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(7)工事に伴う産業廃棄物の種類及び量 

対象事業実施区域における工事に伴う産業廃棄物の種類としては、木くず（伐採木含む）や

金属くず、紙くず、廃プラスチック類、コンクリート殻及びアスファルト殻等となるが、それ

ぞれの発生量は現時点で未定である。 

工事の実施に当たっては、風力発電機、変電機器等の大型機器は可能な限り工場組立とし、

現地での工事量を減らすこと等により廃棄物の発生量を低減し、産業廃棄物は「建設工事に係

る資材の再資源化等に関する法律」（平成 12年法律第 104号）に基づき、可能な限り有効利用

に努める。 

有効利用が困難なものについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和 45年法律第

137号）に基づき、適正に処分する。 

 

(8)残土に関する事項 

現時点において発生土量は未定であるが、造成工事においては、切土に伴う発生土の有効利

用に努め、原則として場外への搬出は行わない計画である。また、残土が発生する場合には用

地保有者（用地管理者）と協議の上、民間の残土処分場にて適正に処分する計画である。 

ただし、工事計画や用地保有者との協議状況等を踏まえ、上記の対応が難しいと判断した場

合には、この限りではない。 

 

(9)材料採取の場所及び量 

工事に使用する骨材は、市販品等を利用することから、土砂及び骨材採取等は行わない予定

である。 

 

(10)対象事業実施区域及びその周囲における風力発電事業 

対象事業実施区域及びその周囲における風力発電事業は以下のとおりであり、その位置は図

2.2-7のとおりである。 

 

◯既設風力発電事業 

①中条風力発電所 

・所在地：新潟県胎内市冨岡 46-1 

・出力：2,000kW（2,000kW×1基） 

・稼働開始：平成 26年 3月 

 

②JEN胎内ウィンドファーム 

・所在地：新潟県胎内市村松浜・中村浜・笹口浜付近 

・出力：20,000kW（2,000kW×10基） 

・稼働開始：平成 26年 9月 

 

③紫雲寺風力発電所 

・所在地：新潟県新発田市藤塚浜 

・出力：1,920kW（480kW×4基） 

・稼働開始：平成 14年 7月  
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図 2.2-7 対象事業実施区域及びその周囲における風力発電事業 

「環境アセスメントデータベース」（環境省

HP、閲覧：平成 30年 12月）  より作成 
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